
美祢市及び山口地方法務局における  

未来につながるまちづくりに向けた  

包括的連携・協力に関する協定について  

 

 本年５月２５日、美祢市と山口地方法務局は、相互の連携を強化す

るため、包括連携協定を締結しました。  

 本協定は、市民の皆さまの暮らしに密接に関わる分野において、両者

が連携し、より円滑で効果的な行政サービスの提供を行うとともに、地

域の発展に寄与することを目的としています。  

 

【連携による主な効果】  

１  災害時の迅速な対応  

  災害時には、土地や建物の所有者の確認が課題となる場合があり

ます。  

  法務局と地方公共団体が連携することで、登記情報・地図情報の

活用や所有者の調査が円滑に行われ、復旧・復興のスピード向上が

期待されます。  

 

２  相続手続等の負担軽減  

  相続登記や住所変更登記の義務化の周知について、地方公共団体

と連携して進めることで、所有者不明土地の発生予防にもつながり

ますので、土地の利活用だけでなく、行政効率にもつながり、その

成果が市民に還元されます。  

 

３  安心して暮らせる地域づくり  

  人権に関する啓発活動や相談体制の充実についても連携を進め、

誰もが安心して暮らせる地域社会の実現を目指します。  

 

４  地域課題への幅広い対応  

  空き家対策や地籍調査など、さまざまな分野において連携するこ

とで、地域の課題解決や行政サービスの向上につなげていきます。  

 

【他の市町との連携について】  

 本協定を契機として、この取組を通じて得られる成果や知見を踏ま

え、引き続き、他の市町との連携についても積極的に検討し、地域全

体にとって、より安心で便利な行政サービスの実現に取り組んでまい

ります。  



 


